
別表第１(第５条関係) 

緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業 

補助対象 新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サ

ービス事業所等（休業要請を受けた介護サービス事業所等を含

む。） 

(１７を除く。) 

（１）利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所等

(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含

む。) 

（２）濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所(１９及び２０

の訪問サービスを含む。)、短期入所系サービス事業所(１９及

び２０の宿泊サービスを含む。)、介護施設等 

（３）神奈川県又は市から休業要請を受けた通所系サービス事業所

及び短期入所系サービス事業所(１９及び２０の通いサービス

又は宿泊サービス並びに２６の短期利用認知症対応型共同生活

介護を含む。) 

（４）感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査

を実施した介護施設等（（１）、（２）の場合を除く。） 

（５）施設内療養を行った高齢者施設等 

事業所・施設等の種別 
基準単価 

(単位：千円) 

通所系 １ 通所介護事業所 通常規模型 ５３７ ／事業所 

２ 大規模型(Ⅰ) ６８４ ／事業所 

３ 大規模型(Ⅱ) ８８９ ／事業所 

４ 
地域密着型通所介護事業所(療養通所介

護事業所を含む。) 
２３１ ／事業所 

５ 認知症対応型通所介護事業所 ２２６ ／事業所 

６ 通所リハビリテーション

事業所 

通常規模型 ５６４ ／事業所 

７ 大規模型(Ⅰ) ７１０ ／事業所 

８ 大規模型(Ⅱ) １，１３３ ／事業所 



短 期 入 所

系 
９ 

短期入所生活介護事業所、短期入所療養

介護事業所 
２７ ／定員 

訪問系 １０ 訪問介護事業所 ３２０ ／事業所 

１１ 訪問入浴介護事業所 ３３９ ／事業所 

１２ 訪問看護事業所 ３１１ ／事業所 

１３ 訪問リハビリテーション事業所 １３７ ／事業所 

１４ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ５０８ ／事業所 

１５ 夜間対応型訪問介護事業所 ２０４ ／事業所 

１６ 居宅介護支援事業所 １４８ ／事業所 

１７ 福祉用具貸与事業所 － ／事業所 

１８ 居宅療養管理指導事業所 ３３ ／事業所 

多機能型 １９ 小規模多機能型居宅介護事業所 ４７５ ／事業所 

２０ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 ６３８ ／事業所 

入所施設 

・居住系 

２１ 介護老人福祉施設 ３８ ／定員 

２２ 地域密着型介護老人福祉施設 ４０ ／定員 

２３ 介護老人保健施設 ３８ ／定員 

２４ 介護医療院 ４８ ／定員 

２５ 介護療養型医療施設 ４３ ／定員 

２６ 認知症対応型共同生活介護事業所 ３６ ／定員 

２７ 

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料

老人ホーム及びサービス付き高齢者向け

住宅(定員３０人以上) 

３７ ／定員 

２８ 

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料

老人ホーム及びサービス付き高齢者向け

住宅(定員２９人以下) 

３５ ／定員 

対象経費 （１）緊急時の介護人材確保に係る費用（補助対象（１）か

ら（３）のいずれかに該当する介護サービス事業所等の

場合） 

ア 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 

  （ア）緊急雇用にかかる費用 



（イ）割増賃金・手当 

（ウ）職業紹介料 

（エ）損害賠償保険の加入費用 

（オ）帰宅困難職員の宿泊費 

（カ）連携機関との連携に係る旅費 

（キ）一定の要件に該当する自費検査費用（介護施設等

に限る。） 

イ 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材

の確保（代替サービス提供期間の分に限る。） 

  （ア）緊急雇用にかかる費用 

（イ）割増賃金・手当 

（ウ）職業紹介料 

（エ）損害賠償保険の加入費用 

（２）職場環境の復旧・環境整備に係る費用（補助対象

（１）から（３）のいずれかに該当する介護サービス事

業所等の場合） 

ア 介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用 

イ 感染性廃棄物の処理費用 

ウ 感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込

まれる衛生用品の購入費用 

エ 通所系サービスの代替サービス提供のための費用

（代替サービス提供期間の分に限る。） 

  （ア）代替場所の確保（使用料） 

（イ）ヘルパー同行指導への謝金 

（ウ）代替場所や利用者宅への旅費 

（エ）訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費

用 

（オ）通所できない利用者の安否確認等のためのタブレ

ットのリース費用（通信費用は除く） 

（３）緊急時の介護人材確保に係る費用（補助対象（４）に

該当する介護サービス事業所等の場合） 



ア 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 

（ア）一定の要件に該当する自費検査費用（介護施設等

に限る。） 

（４）緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・

環境整備に係る費用（補助対象（５）に該当する介護サ

ービス事業所等の場合） 

ア 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用

（高齢者施設等に限る。） 

補助額 （１）事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額

とを比較して少ない方の額を補助額とする。なお、１，

０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。 

（２）特別な事情により基準単価を超える必要がある事業

所・施設については、個別協議を実施し、厚生労働省が

特に必要と認める場合に限り、基準単価を上乗せするこ

とができる（令和５年４月１日以降に生じた補助対象経

費については、感染対策等を行った上での施設内療養に

要する費用を除く。）。 

 

別表第２(第５条関係) 

緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業(別表第１を除く。) 

補助対象 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通

所系サービス事業所 

（１）別表第１の補助対象（１）、（３）以外の通所系サービス事業所

（小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護（通

いサービスに限る。）を行う事業所を除く。）であって、当該事業

所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者か

らの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービ

ス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

（通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代

替措置を取った場合（近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者



が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染

症が流行している場合（感染者が一定数継続して発生している状

況等）に限る。）） 

事業所の種別 
基準単価 

(単位：千円) 

通所系 １ 通所介護事業所 通常規模型 ５３７ ／事業所 

２ 大規模型(Ⅰ) ６８４ ／事業所 

３ 大規模型(Ⅱ) ８８９ ／事業所 

４ 
地域密着型通所介護事業所(療養通所介護

事業所を含む。) 
２３１ ／事業所 

５ 認知症対応型通所介護事業所 ２２６ ／事業所 

６ 通所リハビリテーシ

ョン事業所 

通常規模型 ５６４ ／事業所 

７ 大規模型(Ⅰ) ７１０ ／事業所 

８ 大規模型(Ⅱ) １，１３３ ／事業所 

対象経費 （１）緊急時の介護人材確保に係る費用 

ア 通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の

確保（代替サービス提供期間の分に限る。） 

  （ア）緊急雇用にかかる費用 

（イ）割増賃金・手当 

（ウ）職業紹介料 

（エ）損害賠償保険の加入費用 

（２）職場環境の復旧・環境整備に係る費用 

ア 通所系サービスの代替サービス提供のための費用（代

替サービス提供期間の分に限る。） 

  （ア）代替場所の確保（使用料） 

（イ）ヘルパー同行指導への謝金 

（ウ）代替場所や利用者宅への旅費 

（エ）訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用 

（オ）通所できない利用者の安否確認等のためのタブレッ

トのリース費用（通信費用は除く） 



補助額 （１）事業所ごとに、基準単価と対象経費の実支出額と

を比較して少ない方の額を補助額とする。なお、１，０００

円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 

（２）別表第１に加えて補助することができる。 

 

別表第３(第５条関係) 

緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業(別表第１及び別表第２を除く。) 

補助対象  次のいずれかに該当し、感染者が発生した介護サービス事業所等の利

用者の受け入れや当該事業所等に応援職員の派遣を行う介護サービス

事業所等 

（１）別表第１の補助対象（１）又は（３）に該当する介護サービス

事業所等 

（２）感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介

護サービス事業所 

事業所・施設等の種別 
基準単価 

(単位：千円) 

通所系 １ 通所介護事業所 通常規模型 ２６８ ／事業所 

２ 大規模型(Ⅰ) ３４２ ／事業所 

３ 大規模型(Ⅱ) ４４５ ／事業所 

４ 
地域密着型通所介護事業所(療養通所介護

事業所を含む。) 
１１５ ／事業所 

５ 認知症対応型通所介護事業所 １１３ ／事業所 

６ 通所リハビリテーシ

ョン事業所 

通常規模型 ２８２ ／事業所 

７ 大規模型(Ⅰ) ３５５ ／事業所 

８ 大規模型(Ⅱ) ５６７ ／事業所 

短 期 入 所

系 
９ 

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介

護事業所 
１３ ／定員 

訪問系 １０ 訪問介護事業所 １６０ ／事業所 

１１ 訪問入浴介護事業所 １６９ ／事業所 



１２ 訪問看護事業所 １５６ ／事業所 

１３ 訪問リハビリテーション事業所 ６８ ／事業所 

１４ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２５４ ／事業所 

１５ 夜間対応型訪問介護事業所 １０２ ／事業所 

１６ 居宅介護支援事業所 ７４ ／事業所 

１７ 福祉用具貸与事業所 ２８２ ／事業所 

１８ 居宅療養管理指導事業所 １６ ／事業所 

多機能型 １９ 小規模多機能型居宅介護事業所 ２３７ ／事業所 

２０ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 ３１９ ／事業所 

入所施設 

・居住系 

２１ 介護老人福祉施設 １９ ／定員 

２２ 地域密着型介護老人福祉施設 ２０ ／定員 

２３ 介護老人保健施設 １９ ／定員 

２４ 介護医療院 ２４ ／定員 

２５ 介護療養型医療施設 ２１ ／定員 

２６ 認知症対応型共同生活介護事業所 １８ ／定員 

２７ 

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老

人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

(定員３０人以上) 

１９ ／定員 

２８ 

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老

人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

(定員２９人以下) 

１８ ／定員 

対象経費 （１）連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用 

ア 感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け

入れに伴う介護人材確保 

イ 感染者が発生した事業所・施設等への介護人材の応援

派遣のための次に掲げる費用 

（ア）緊急雇用にかかる費用 

（イ）割増賃金・手当 

（ウ）職業紹介料 

（エ）損害賠償保険の加入費用 



（オ）職員派遣に係る旅費・宿泊費 

補助額 （１）事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額と

を比較して少ない方の額を補助額とする。なお、１，０００

円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと

する。 

（２）別表第１及び別表第２とは別に補助することができる。 

（３）特別な事情により基準単価を超える必要がある事業所・

施設については、個別協議を実施し、厚生労働省が特に必

要と認める場合に限り、基準単価を上乗せすることができ

る。 

 

備 考 

１ 各別表の「事業所・施設等の種別」について、補助の申請時点で指定等を受け

ているものであり、休業中のものを含み、次のとおり取り扱うものとする。 

（１）各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指

定を受けている場合は、介護サービスの種別（事業所・施設等の種別１～２８）

により補助する。 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメン

ト)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は

訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じと

するが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、介護サー

ビスの種別（事業所・施設等の種別１～２８）により補助する。 

（３）通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区

分であり、補助の申請時点で判断すること。 

２ 別表第１の対象経費に記載する経費のうち、「一定の要件に該当する自費検査

費用」の取扱いは、別紙第１のとおりとする。 

３ 別表第１の対象経費に記載する経費のうち、「感染対策等を行った上での施設

内療養に要する費用」の取扱いについて、令和５年５月７日までは別紙第２－１、

令和５年５月８日以降については別紙第２－２のとおりとする。 

４ 別表第２に係る「通所系サービス事業所の職員により利用者の居宅への訪問に

よるサービス提供を行った事業所」は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護



サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第２報)」(令和２年２

月２４日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事

務連絡)別紙１の２に基づきサービス提供している事業所を指す。 

５ 別表第３の補助対象（２）「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程

の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が前項の規定によ

る訪問によるサービスのみを提供する場合を含む)が連続３日以上の場合を指す。 

 


